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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体薬剤（Ｍ）の用量を投与するための自動注射器（１）であって、
　－中空針（４）、およびシリンジ（３）を封止し薬剤（Ｍ）を変位させるためのストッ
パ（６）を備えたシリンジ（３）とを含むように配置され、遠位端（Ｄ）、および注射部
位に対して当てる予定のオリフィスを備えた近位端（Ｐ）とを有する管状シャシ（２）（
シリンジ（３）はシャシ（２）に対してスライド可能に配置される）と、
　－シリンジ（３）を操作して薬剤（Ｍ）の用量を供給することができる駆動ばね（８）
と、
　－針挿入のために、針（４）をシャシ（２）内側の覆われた位置から、オリフィスを通
り近位端（Ｐ）を過ぎて前進位置に押すこと、および
　－薬剤（Ｍ）を、少なくとも部分的に送達した後シャシ（２）を針（４）上に前進させ
ることが可能である、制御ばね（１９）と、
　－手動作動前駆動ばね（８）および制御ばね（１９）を加圧状態でロックするように配
置され、手動操作の際、注射のために制御ばね（１９）および／または駆動ばね（８）を
解放することができる起動手段と、
を含み、
　ここで、管状キャリア（７）を含むキャリア・サブアセンブリが、シャシ内にスライド
可能に配置され、キャリア（７）は、シリンジ（３）と、駆動ばね（８）と、駆動ばね（
８）の負荷をストッパ（６）に送るためのプランジャ（９）とを含み、シリンジ（３）は
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、ジョイント軸方向並進運動のためキャリア（７）にロックされ、制御ばね（１９）は、
針挿入のため第１の連動手段（２０、２３、２４）によってキャリア（７）に連結可能で
あり、起動手段は、キャリアが少なくともほぼ注射深度に到達したとき、駆動ばね（８）
を解放するように配置された第２の連動手段（１１、１３、１５）を含み、第１の連動手
段（２０、２３、２４）は、制御ばね（８）をキャリア（７）からデカップルし、これを
針（４）上の針の安全位置へと前進させるためにこれをシャシ（２）にカップリングする
ように配置される、上記自動注射器（１）。
【請求項２】
　起動手段が、自動注射器（１）の遠位端（Ｄ）にわたって配置された巻付けトリガ・ス
リーブ（１２）を含み、トリガ・スリーブ（１２）は、自動注射器（１）の少なくともほ
ぼ全長にわたって延び、トリガ・スリーブ（１２）は、シャシ（２）に対する近位方向（
Ｐ）への並進運動の際に制御ばね（１９）を解放するように配置されることを特徴とする
、請求項１に記載の自動注射器（１）。
【請求項３】
　第３の連動手段（１６、１７、１８）が、トリガ・スリーブ（１２）に対するジョイン
ト軸方向並進運動のためシャシ（２）をキャリア（７）にカップリングするように配置さ
れ、第３の連動手段（１６、１７、１８）は、トリガ・スリーブ（１２）の近位方向（Ｐ
）への並進運動の際、キャリア（７）からシャシ（２）をデカップルし、こうして針挿入
のため制御ばね（１９）を解放するように配置されることを特徴とする、請求項２に記載
の自動注射器（１）。
【請求項４】
　制御ばね（１９）が、キャリア（７）周りに配置され、第１の連動手段（２０、２３、
２４）が、キャリア（７）周りの、制御ばね（１９）の近位に配置された近位カラー（２
０）を含み、制御ばね（１９）は、トリガ・スリーブ（１２）と近位カラー（２０）の間
を、近位カラー（２０）は、近位カラー（２０）をキャリア（７）にカップリングするた
めにキャリア（７）内のそれぞれの第１の凹部（２３）内に係合可能な少なくとも１つの
ピン（２２）を示し、トリガ・スリーブ（１２）は、第１の凹部（２３）からのピン（２
２）のデカップルを防止するために近位カラー（２０）を外側で支持するための第３のボ
ス（２４）を示し、キャリア（７）は、自動注射器（１）が注射部位から取り外されてい
るとき、制御ばね（１９）の負荷の下でトリガ・スリーブ（１２）の近位端から外に延び
るように配置され、それによって第３のボス（２４）を近位カラー（２０）の後方から取
り外し、こうしてピン（２２）を傾斜係合によって第１の凹部（２３）からデカップルさ
せ、シャシ（２）を針（４）上に前進させるためこれにカップリングされることを特徴と
する、請求項２または３に記載の自動注射器（１）。
【請求項５】
　第４の連動手段（２５、２６、２７）が、シャシ（２）がトリガ・スリーブ（１２）の
近位端から初期の注射前位置に延びることを制限するように配置され、第４の連動手段（
２５、２６、２７）は、針挿入中、キャリア・サブアセンブリの並進運動の際に係合解除
するように配置されることを特徴とする、請求項４に記載の自動注射器（１）。
【請求項６】
　第３の連動手段（１６、１７、１８）が、キャリア（７）内のそれぞれの開口（１７）
内に係合するように配置された少なくとも１つの第２の弾性クリップ（１６）をシャシ（
２）上に含み、それぞれの第２のボス（１８）は、第２の弾性クリップ（１６）を外側で
支持し、これが外向きに曲がることを防止するためにトリガ・スリーブ（１２）内に配置
され、第２のボス（１８）は、キャリア（７）がトリガ・スリーブ（１２）に対して当接
する直前の位置への手動操作中のシャシ（２）およびキャリア・サブアセンブリのトリガ
・スリーブ（１２）に対する遠位方向（Ｄ）への並進運動で第２の弾性クリップ（１６）
の後方から取り外されるように配置され、それによって第２の弾性クリップ（１６）が、
制御ばね（１９）の負荷の下、キャリア（７）との傾斜係合によって外向きに曲がること
を可能にし、こうしてキャリア・サブアセンブリをシャシ（２）から解放することを特徴
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とする、請求項３～５のいずれか一項に記載の自動注射器（１）。
【請求項７】
　第４の連動手段（２５、２６、２７）が、トリガ・スリーブ内（１２）のショルダ（２
６）に対して近位方向（Ｐ）に当接するように配置された少なくとも１つの第３の弾性ク
リップ（２５）をシャシ（２）上に備え、第４のボス（２７）が、第３の弾性クリップ（
２５）を内側で支持し、これが内側に曲がることを防止するためにキャリア（７）上に配
置され、第４のボス（２７）は、針挿入中キャリア・サブアセンブリのシャシ（２）に対
する近位方向（Ｐ）への並進運動で、第３の弾性クリップ（２５）の後方から取り外され
るように配置され、それによって第３の弾性クリップ（２５）が、制御ばね（１９）の負
荷の下、第４のボス（２７）との傾斜係合によって内向きに曲がることを可能にし、こう
してシャシ（２）が初期の注射前位置を超えて針安全位置へと走行することを可能にする
ことを特徴とする、請求項５～７のいずれか一項に記載の自動注射器（１）。
【請求項８】
　フランジ（３２）が、制御ばね（１９）の遠位端に対して当接するようにキャリア（７
）上に配置され、それによってキャリア・サブアセンブリが、シャシ（２）が針上（４）
を前進しているとき、その最大近位位置を大きく超えて前進することを防止するようにす
ることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の自動注射器（１）。
【請求項９】
　スナップ機能が、シャシ（２）が針安全位置にあるときシャシ（２）およびキャリア（
７）を一緒にロックするためにこれらの間に設けられることを特徴とする、請求項１～９
のいずれか一項に記載の自動注射器（１）。
【請求項１０】
　戻り止め機構が、第３の連動手段（１６、１７、１８）の解放前の地点で遠位方向への
シャシ（２）の並進運動を阻むために設けられることを特徴とする、請求項３～９のいず
れか一項に記載の自動注射器（１）。
【請求項１１】
　注射深度が、シャシ（２）と接触するキャリア（７）によって規定されることを特徴と
する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の自動注射器（１）。
【請求項１２】
　管状シャシ（２）と、シャシ（２）内にスライド可能に配置された管状キャリア（７）
を含むキャリア・サブアセンブリとを含み、キャリア（７）は、シリンジ（３）と、駆動
ばね（８）と、駆動ばね（８）の負荷をシリンジ（３）のストッパ（６）に送るためのプ
ランジャ（９）とを含み、ここでシリンジ（３）が、ジョイント軸方向並進運動のためキ
ャリア（７）にロックされ、制御ばね（１９）が、キャリア（７）周りの、自動注射器（
１）の遠位端（Ｄ）にわたって配置され、自動注射器（１）の少なくともほぼ全長にわた
って延びる巻付けトリガ・スリーブ（１２）の内側に配置され、第１の連動手段（２０、
２３、２４）が、キャリア（７）およびトリガ・スリーブ（１２）の相対的な軸位置に応
じて制御ばね（１９）の近位端をキャリア（７）またはシャシ（２）に連結するように配
置され、制御ばね（１９）の遠位端がトリガ・スリーブ（１２）に連結され、第２の連動
手段（１１、１３、１５）が、トリガ・スリーブ（１２）およびキャリア（７）の相対的
な軸位置に応じて、駆動ばね（８）の解放を防止するかまたは可能にするように配置され
る、該自動注射器（１）を操作するための方法であって、
　－第１の連動手段（２０、２３、２４）によって制御ばね（１９）をキャリア（７）に
カップリングさせ、初期状態で第２の連動手段（１１、１３、１５）によって駆動ばね（
８）の解放を防止する工程と、
　－自動注射器（１）の近位端（Ｐ）が注射部位に押し付けられているとき制御ばね（１
９）の力に抗して、シャシ（２）に対して近位方向（Ｐ）にトリガ・スリーブ（１２）を
並進移動させる工程と、
　－トリガ・スリーブ（１２）が完全に並進移動した際、シリンジ（３）上の中空注射針
（４）を注射部位に挿入するためにキャリア・サブアセンブリを前進させる工程と、
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　－針挿入中、針（４）が少なくともほぼ注射深度まで到達したとき第２の連動手段（１
１、１３、１５）によって駆動ばね（８）を解放し、それによって駆動ばね（８）が、薬
剤（Ｍ）を少なくとも部分的に送達するようにプランジャ（９）およびストッパ（６）を
前進させることを可能にする工程と、
　－自動注射器（１）の注射部位からの取り外しで、トリガ・スリーブ（１２）をキャリ
ア・サブアセンブリに対して制御ばね（１９）の負荷の下で遠位方向（Ｄ）に並進移動さ
せ、それによって第１の連動手段（２０、２３、２４）によって制御ばね（１９）をシャ
シ（２）に連結する工程と、
　－制御ばね（１９）の負荷の下、シャシ（２）をキャリア・サブアセンブリに対して近
位方向（Ｐ）に針安全位置へと前進させる工程と、
を含む、上記方法。
【請求項１３】
　第３の連動手段（１６、１７、１８）が、トリガ・スリーブ（１２）およびシャシ（２
）の相対的な軸位置に応じて、トリガ・スリーブ（１２）に対するジョイント軸方向並進
運動のためシャシ（２）をキャリア（７）にカップリングさせるように配置され、第３の
連動手段（１６、１７、１８）は、解放され、それによってトリガ・スリーブ（１２）の
近位方向（Ｐ）への並進運動の際にシャシ（２）をキャリア（７）からデカップルし、こ
うして針挿入のため制御ばね（１９）を解放することを特徴とする、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　第４の連動手段（２５、２６、２７）が、キャリア（７）およびシャシ（２）の相対的
な軸位置に応じて、シャシ（２）がトリガ・スリーブ（１２）の近位端から初期の注射前
位置に延びることを制限するように配置され、第４の連動手段（２５、２６、２７）が、
針挿入中、キャリア・サブアセンブリの並進運動の際に係合解除されることを特徴とする
、請求項１２または１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１のプレアンブルによる液体薬剤の用量を投与するための自動注射器
および自動注射器を作動させるための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　注射物の投与は、ユーザおよび医療従事者に多くの危険と難題を精神的且つ物理的両面
でもたらす方法である。
【０００３】
　注射装置（すなわち薬剤を薬剤容器から送達することができる装置）は、典型的には、
手動装置および自動注射器の２種類に分類される。
【０００４】
　手動装置において－ユーザは、流体を針内に通すために機械的エネルギーを供給しなけ
ればならない。これは典型的には、注射中にユーザが連続的に押さえる必要がある何らか
の形態のボタン／プランジャによって行われる。この手法からのユーザにとっての不便性
は数多くある。ユーザがボタン／プランジャを押さえるのを停止した場合、注射もまた停
止することになる。これは、装置が適正に使用されない場合（すなわちプランジャがその
端部位置まで完全に押さえられない場合）、ユーザが送達し得る分量が１回分に満たない
を意味する。特に患者が高齢者である、または器用さに問題がある場合、注射力は、ユー
ザにとって強すぎることがある。
【０００５】
　ボタン／プランジャの延長が大きすぎる場合もある。したがって、ユーザが完全に延長
されたボタンに到達することが不都合になる可能性がある。注射力およびボタン延長が組
み合わされると、手の震え／揺れを生じさせる可能性があり、さらにこれは、挿入された
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針が移動するにつれて不快感を増大させる。
【０００６】
　自動注射装置は、注射治療法の自己投与を患者にとってより容易にすることを目的とす
る。自己投与される注射によって送達される現在の治療は、糖尿病（インシュリンおよび
より新しいＧＬＰ－１種の薬物の両方）、偏頭痛、ホルモン治療、抗血液凝固のための薬
物などを含む。
【０００７】
　自動注射装置は、標準的なシリンジからの非経口の薬物送達に関与する作動を完全にま
たは部分的に置き替える装置である。これらの作動は、保護シリンジ・キャップの取り外
し、患者の皮膚内への針の挿入、薬剤の注射、針の取り外し、針の遮蔽、および装置の再
利用の防止を含むことができる。これは、手動装置の欠点の多くを克服する。注射力／ボ
タン延長、手の揺れ、および１回分に満たない送達の可能性が低減される。始動は、数多
くの手段、たとえばトリガ・ボタン、または針をその注射深度まで到達させる動作によっ
て実施され得る。一部の装置では、流体を送達するエネルギーは、ばねによって供給され
る。
【０００８】
　特許文献１は、引張ばねが解放されたときに予め測定された量の液体薬物を自動的に注
射する自動式の注射装置を開示している。引張ばねは、解放されたときにアンプルおよび
注射針を格納位置から展開位置に移動させる。アンプルの内容物は、その後、引張ばねが
ピストンをアンプルの内側で前方に押し出すことによって放出される。液体薬物が注射さ
れた後、引張ばね内に格納されたねじれが解放され、注射針は、自動的に後退されてその
元の格納位置に戻される。
【０００９】
　粘度が高い薬剤は、これらを比較的細い注射針から放出させるのに大きな力を必要とす
る。これらの力を達成するには、強い駆動ばねが必要とされる。このため、ユーザは、針
を皮膚内に挿入するときに大きな衝撃を感じ、またユーザは、注射を始動するときに大き
な力を感じる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願第２００２／００９５１２０　Ａ１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、改良された自動注射器および自動注射器を作動させるための改良され
た方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、請求項１による自動注射器および請求項１３による方法によって達成され
る。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項において与えられる。
【００１４】
　この明細書の文脈において、近位という用語は、注射中、患者の方を指す方向を示し、
一方で遠位という用語は、患者から外方を指す反対方向を示す。
【００１５】
　本発明によれば、液体薬剤の用量を投与するための自動注射器は、
　－中空針と、シリンジを封止し薬剤を変位させるためのストッパを備えたシリンジとを
含むように配置され、遠位端と、注射部位に対して当てる予定のオリフィスを備えた近位
端とを有し、シリンジがそれに対してスライド可能に配置される、管状シャシと、
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　－シリンジを操作して薬剤の用量を供給することができる駆動ばねと、
　－以下をすることができる制御ばねであって、
　－針挿入のために、針をシャシ内側の覆われた位置から、オリフィスを通り近位端を過
ぎて前進位置に押し出し、かつ
　－薬剤を少なくとも部分的に送達した後シャシを針上に前進させることが可能である、
制御ばねと、
　－駆動ばねおよび制御ばねを手動作動前に加圧状態でロックするように配置され、手動
操作時、注射のために制御ばねおよび／または駆動ばねを解放することができる起動手段
とを備える。
【００１６】
　管状キャリアと、シリンジと、駆動ばねと、駆動ばねの負荷をストッパまで送るための
プランジャとを含むキャリア・サブアセンブリが、シャシ内にスライド可能に配置される
。キャリアは、シリンジ、駆動ばねおよびプランジャを含む。シリンジは、キャリアにジ
ョイント軸方向並進運動のためロックされる。制御ばねは、針挿入のため第１の連動手段
によってキャリアに連結可能である。さらには、第１の連動手段は、制御ばねをキャリア
からデカップルしこれをシャシにカップリングして、シャシを針上で針安全位置へと前進
させるように構成される。この起動手段は、針挿入中、キャリアが少なくともほぼ注射深
度まで到達したとき駆動ばねを解放するように配置された第２の連動手段を含む。一体化
された駆動ばねを備えたキャリア・サブアセンブリは、自動注射器を始動させるときまた
は針挿入中にユーザにいかなる衝撃も与えずに強い駆動ばねを使用することを可能にする
が、その理由は、これらの動作が、駆動ばねよりもかなり弱く指定することができる制御
ばねによって達成されるまたは阻まれるためである。これは、高い粘度の薬剤を送達する
ことを可能にする。
【００１７】
　針が注射深度に到達した際に駆動ばねを解放することにより、いわゆる注射漏れ（ｗｅ
ｔ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ）、すなわち、針の挿入および注射の両方がストッパを押さえる
ことによって達成される従来技術の自動注射器における問題である、針からの薬剤の漏出
が回避される。
【００１８】
　本発明による自動注射器は、ほとんどの従来の自動注射器と比較して特に部品の数が少
なく、こうして製造コストが低減される。流体注射のために制御ばねおよび駆動ばねを別
個に備えた構成は、１つの設計を、駆動ばねを変更するだけで異なる粘度の液体に使用す
ることを可能にし、またプランジャの長さを変更するだけで異なる用量に使用することを
可能にする。これは、駆動ばねが、針の挿入および／またはシュラウドの前進のためにも
働く従来技術の設計を上回る利点である。
【００１９】
　起動手段は、自動注射器の遠位端にわたって配置された巻付きトリガ・スリーブを備え
ることができ、このトリガ・スリーブは、自動注射器の少なくともほぼ全長にわたって延
びる。トリガ・スリーブは、シャシに対する近位方向への並進運動の際、針の挿入のため
に制御ばねを解放するように配置され得る。
【００２０】
　注射を始動させるために、自動注射器は、注射部位、たとえば患者の皮膚に押し付けら
れる必要がある。ユーザ、たとえば患者または介護者は、巻付きトリガ・スリーブを手全
体で掴み、近位端から突起するシャシを注射部位に押し付ける。その結果、トリガ・スリ
ーブは、シャシに対して近位方向に並進運動し、注射サイクルを開始するために制御ばね
を解放する。本発明による自動注射器は、従来の技術の自動注射器とは対照的に、始動さ
せるのに１本１本の指によって小さいボタンを作動させる必要がないため、器用さに問題
を有する人に特に良好に適する。その代わり、手全体が使用される。
【００２１】
　第１の連動手段は、たとえば、自動注射器が注射部位に押さえ付けられたときのトリガ
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・スリーブ内へのシャシの並進移動中、針挿入中、および注射中に、制御ばねをキャリア
にカップリングさせて保つようにして、キャリアおよびトリガ・スリーブの相対的な軸位
置に応じてキャリアまたはシャシに制御ばねをカップリングさせるように配置され得る。
自動注射器が、投薬の終わりにまたは注射の途中で注射部位から取り外されるとき、トリ
ガ・スリーブは、制御ばねの負荷の下、キャリア・サブアセンブリに対して遠位方向に並
進運動される。したがって、キャリアは、注射中と比べてトリガ・スリーブに対してさら
により前進した位置にある。この位置では、第１の連動手段は、制御ばねをキャリアから
デカップルし、これをシャシにカップリングしてシャシを針上で針安全位置へと前進させ
る。
【００２２】
　第３の連動手段は、トリガ・スリーブおよびシャシの相対的な軸位置に応じて、トリガ
・スリーブに対するジョイント軸方向並進運動のためシャシをキャリアにカップリングす
るように配置され得る。第３の連動手段は、トリガ・スリーブの注射部位に押し付けられ
ているときに近位方向への並進運動の際、シャシをキャリアからデカップルするように配
置することができ、こうして針挿入のため制御ばねを解放する。故に、トリガ・スリーブ
は、制御ばねが注射サイクルを開始するために解放される前に規定された距離だけ並進移
動される必要がある。
【００２３】
　制御ばねは、キャリア周りに配置され得る。第１の連動手段は、キャリア周りの、制御
ばねの近位に配置された近位カラーを含むことができ、この場合、制御ばねは、トリガ・
スリーブと近位カラーの間で働く。近位カラーは、これをキャリアにカップリングするた
めにキャリア内のそれぞれの第１の凹部内に係合可能な少なくとも１つのピンを示すこと
ができる。トリガ・スリーブは、ピンを第１の凹部からデカップルすることを防止するた
めに近位カラーを外側で支持するための第３のボスを示す。キャリアが注射の最後または
注射の途中に注射部位から取り外されているとき、キャリアは、制御ばねの負荷の下でト
リガ・スリーブの近位端から外に延び、それによって第３のボスを近位カラーの後方から
取り外し、こうしてピンをその傾斜係合によって第１の凹部からデカップルさせ、シャシ
にカップリングさせてシャシを針上で前進させる。この明細書の用語における傾斜係合は
、少なくとも一方が他方の構成要素と係合するための傾斜部を有する２つの構成要素間の
係合であり、それにより、構成要素の一方は、脇に曲がることが妨げられないという条件
で、構成要素同士が互いに軸方向に押し付けられたときに脇に曲げられるようになる。
【００２４】
　第４の連動手段は、シャシが、トリガ・スリーブの近位端から初期の注射前位置に延び
ることを制限するように配置され得る。第４の連動手段は、針挿入中、キャリア・サブア
センブリが並進運動の際に係合解除するように配置され得る。注射前、シャシは、トリガ
・スリーブからの第１の延長、たとえば６ｍｍに制限される。自動注射器が始動され、キ
ャリア・サブアセンブリが針の挿入のために並進移動されたとき、第４の連動手段は、係
合解除し、それによってシャシが、針、たとえば１６ｍｍを覆うためにシャシからその注
射前位置を超えて延びることを可能にする。
【００２５】
　第２の連動手段は、プランジャ上に遠位に配置されたスラスト・カラーを含むことがで
き、この場合、駆動ばねはスラスト・カラーとキャリア、たとえば遠位のキャリア端面と
の間で作動する。少なくとも１つの第１の弾性クリップが、キャリア内に配置されてよく
、この第１の弾性クリップは、プランジャの並進運動を防止するためにスラスト・カラー
の後方で近位に係合可能である。トリガ・スリーブ内の第１のボスは、第１の弾性クリッ
プを外側で支持し、これが外向きに曲がることを防止するように配置される。第１のボス
は、針挿入中、キャリア・サブアセンブリが少なくともほぼ最大近位位置に並進運動で第
１の弾性クリップの後方から取り外されるように配置され、それによって第１の弾性クリ
ップが、駆動ばねの負荷の下、その傾斜係合によりスラスト・カラーによって外向きに曲
がることを可能にし、こうして注射のためにプランジャを解放する。
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【００２６】
　スラスト・カラーは、プランジャより幅広い直径を有することができる。あるいは、円
周方向の切欠部が、第１のクリップがこれと係合することを可能にするためにプランジャ
内のスラスト・カラーの後方に近位に配置されてもよい。
【００２７】
　第３の連動手段は、キャリア内のそれぞれの開口内に係合されるように配置された少な
くとも１つの第２の弾性クリップをシャシ上に含むことができる。それぞれの第２のボス
が、第２の弾性クリップを外側で支持し、これが外向きに曲がることを防止するためにト
リガ・スリーブ内に配置される。第２のボスは、シャシおよびキャリア・サブアセンブリ
が、手動操作中にトリガ・スリーブに対して遠位方向に並進運動してキャリアがトリガ・
スリーブに当接する直前の位置になるとき、第２の弾性クリップの後方から取り外される
ように構成され、それによって第２の弾性クリップが、制御ばねの負荷の下、キャリアと
の傾斜係合によって外向きに曲がることを可能にし、こうしてキャリア・サブアセンブリ
をシャシから解放する。
【００２８】
　第４の連動手段は、トリガ・スリーブ内のショルダに対して近位方向に当接するように
配置された少なくとも１つの第３の弾性クリップをシャシ上に備えることができる。第４
のボスが、第３の弾性クリップを内側で支持し、これが内側に曲がることを防止するため
にキャリア上に配置される。第４のボスは、キャリア・サブアセンブリが、針挿入中にシ
ャシに対する近位方向への並進運動で第３の弾性クリップの後方から取り外されるように
配置され、それによって第３の弾性クリップが、制御ばねの負荷の下、第４のボスとの傾
斜係合によって内向きに曲がることを可能にし、こうしてシャシが初期の注射前位置を超
えて針安全位置へと走行することを可能にする。
【００２９】
　注射深度は、キャリアが針の挿入中および注射中にシャシと当接し、その結果キャリア
の最大近位位置を生じさせることによって制御され得る。注射深度は、したがって、シャ
シが、針の挿入中に完全に押し下げられて維持されるか否かには影響されない。
【００３０】
　しかし、キャリア・サブアセンブリの位置は、シャシが針の安全のために前進される場
合は規定されない。最大近位位置を実質的に維持するために、フランジが、制御ばねの遠
位端に当接するためにキャリア上に配置されてよく、それによってキャリア・サブアセン
ブリが、シャシが針上で前進されたときにその最大近位位置を大きく超えて前進すること
を防止する。制御ばねは、こうして、シャシに対して近位方向に、またキャリアに対して
遠位方向に作用して、シャシが針安全位置に前進された後の針の再露出を効果的に防止す
る。
【００３１】
　たとえば、自動注射器が使用後に激しく揺らされるときなどの、慣性力の下での針の安
全性を確実にするために、スナップ特徴が、シャシが針安全位置にあるときにシャシおよ
びキャリアを一緒にロックするためにこれらの間に設けられてよい。
【００３２】
　本発明の別の態様によれば、上記で説明した自動注射器を操作するための方法は、
　－第１の連動手段によって制御ばねをキャリアにカップリングさせ、初期状態で第２の
連動手段によって駆動ばねの解放を防止する工程と、
　－自動注射器の近位端が注射部位に押し付けられているときシャシに対して近位方向に
トリガ・スリーブを並進移動させる工程と、
　－トリガ・スリーブが完全に並進移動した際、針を注射部位に挿入するためにキャリア
・サブアセンブリを前進させる工程と、
　－針挿入中、針が少なくともほぼ注射深度まで到達した際に第２の連動手段によって駆
動ばねを解放し、それによって駆動ばねが、薬剤を少なくとも部分的に送達するようにプ
ランジャおよびストッパを前進させることを可能にする工程と、
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　－自動注射器の注射部位からの取り外しで、トリガ・スリーブをキャリア・サブアセン
ブリに対して制御ばねの負荷の下で遠位方向に並進移動させ、それによって第１の連動手
段によって制御ばねをシャシに連結する工程と、
　－シャシを制御ばねの負荷の下でキャリア・サブアセンブリに対して近位方向に針安全
位置へと前進させる工程とを含む。
【００３３】
　第３の連動手段は、トリガ・スリーブが近位方向に並進移動した際に解放され、それに
よってシャシをキャリアからデカップルすることができ、こうして針の挿入のために制御
ばねを解放する。
【００３４】
　第４の連動手段は、針挿入中、キャリア・サブアセンブリが並進移動した際に係合解除
され得る。
【００３５】
　自動注射器は、好ましくは、皮下注射または筋肉内注射に、特に鎮痛剤、抗凝血剤、イ
ンスリン、インスリン派生物、ヘパリン、Ｌｏｖｅｎｏｘ、ワクチン、成長ホルモン、ペ
プチドホルモン、タンパク質、抗体および複合糖質の１つを送達するために使用されてよ
い。
【００３６】
　本発明の適用性のさらなる範囲は、これ以後与えられる詳細な説明から明確になる。し
かし、本発明の趣旨ならびに範囲内のさまざまな変更および改変がこの詳細な説明から当
業者に明らかになるため、詳細な説明および特有の例は、本発明の好ましい実施形態を示
すが例示としてのみ与えられることを理解されたい。
【００３７】
　本発明は、例示としてのみ与えられ、したがって本発明を限定するものではない本明細
書の以下で与えられる詳細な説明および添付の図から、より完全に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１Ａ】シリンジが作動前の初期状態にある自動注射器の図である。
【図１Ｂ】シリンジが作動前の初期状態にある自動注射器の図である。
【図２Ａ】保護ニードルシールドが取り外され、注射部位に押さえ付けられた自動注射器
の図である。
【図２Ｂ】保護ニードルシールドが取り外され、注射部位に押さえ付けられた自動注射器
の図である。
【図３Ａ】トリガ・スリーブのボタンが完全に押し下げられた自動注射器の図である。
【図３Ｂ】トリガ・スリーブのボタンが完全に押し下げられた自動注射器の図である。
【図４Ａ】注射針が注射部位に挿入された自動注射器の図である。
【図４Ｂ】注射針が注射部位に挿入された自動注射器の図である。
【図５Ａ】駆動ばねが注射のために解放された自動注射器の図である。
【図５Ｂ】駆動ばねが注射のために解放された自動注射器の図である。
【図６Ａ】シリンジが空の状態の自動注射器である。
【図６Ｂ】シリンジが空の状態の自動注射器である。
【図７Ａ】注射の最後に注射部位から取り外された自動注射器の図である。
【図７Ｂ】注射の最後に注射部位から取り外された自動注射器の図である。
【図８Ａ】シャシが針を覆うために前進された自動注射器である。
【図８Ｂ】シャシが針を覆うために前進された自動注射器である。
【００３９】
　すべての図において、対応する部分は同じ参照記号で標識される。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１は、自動注射器１の異なる断面平面の２つの長手方向の断面を示しており、この異
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なる断面平面は互いに対して約９０°回転されたものであり、この場合自動注射器１は、
注射を開始する前の初期状態にある。自動注射器１はシャシ２を備える。中空の注射針４
を備えたシリンジ３、たとえばＨｙｐａｋシリンジが、自動注射器１の近位部分内に配置
される。自動注射器１またはシリンジ３が組み立てられたとき、保護ニードルシールド５
が針４に取り付けられる。ストッパ６が、シリンジ３を遠位に封止し、液体薬剤Ｍを中空
針４を通して移動させるように構成される。シリンジ３は、管状キャリア７内に保持され
、その中のその近位端において支持される。キャリア７は、シャシ２内にスライド可能に
配置される。
【００４１】
　圧縮ばねの形状の駆動ばね８が、キャリア７の遠位端内に配置される。プランジャ９は
、駆動ばね８の力をストッパ６に送るように働く。
【００４２】
　駆動ばね８は、キャリア７の遠位キャリア端面１０とプランジャ９上に遠位に配置され
たスラスト・カラー１１との間に搭載される。
【００４３】
　巻付きトリガ・スリーブ１２が、自動注射器１の遠位端Ｄを覆って配置され、自動注射
器１のほぼ全長にわたって延びる。スラスト・カラー１１は、プランジャ９が近位方向Ｐ
に並進移動することを防止するようにして、キャリア７内の２つの第１の弾性クリップ１
５の後方に外方向に保持される。第１の弾性クリップ１５は、駆動ばね８の負荷の下、ス
ラスト・カラー１１にこれらの弾性クリップを外方向に曲げさせるように遠位に傾斜され
る。しかし、初期の状態では、第１の弾性クリップ１５は、トリガ・スリーブ１２内のそ
れぞれの第１のボス１３により、外向きに曲がることが防止される。
【００４４】
　キャリア７は、キャリア７内のそれぞれの開口１７内に係合された、シャシ２上の２つ
の第２の弾性クリップ１６によって自動注射器１の近位端Ｐの近くでシャシ２にロックさ
れる。初期状態では、第２の弾性クリップ１６は、トリガ・スリーブ１２内のそれぞれの
第２のボス１８によって外方向に支持され、それによって第２の弾性クリップ１６が外向
きに曲がり、キャリア７をシャシ２から係合解除させることを防止する。
【００４５】
　別の圧縮ばねの形状の制御ばね１９が、キャリア７周りに配置され、近位カラー２０と
トリガ・スリーブ１２の内面上のリブ２１との間で作用する。近位カラー２０は、キャリ
ア７内の第１の凹部２３内のピン２２に係合され、こうして連帯的な軸方向の並進移動の
ために近位カラー２０をキャリア７に結合させる。トリガ・スリーブ１２内の第３のボス
２４は、ピン２２が第１の凹部２３から係合解除することを防止するようにして、近位カ
ラー２０を外向きに支持するように構成される。したがって、制御ばね１９の近位端から
の負荷は、初期状態では、キャリア７内まで結合される。
【００４６】
　トリガ・スリーブ１２は、制御ばね１９の力に抗してキャリア７に対して近位方向Ｐに
移動することが可能にされる。キャリア７が最初、シャシ２にロックされるとき、トリガ
・スリーブ１２がシャシ２に対して近位方向Ｐに並進移動することにより、制御ばね１９
を圧縮する。シャシ２に対する遠位方向Ｄのトリガ・スリーブ１２の延長は、トリガ・ス
リーブ１２上の第１のショルダ２６に近位方向Ｐに当接するシャシ２上の２つの第３の弾
性クリップ２５によって規定される。初期状態では、第３の弾性クリップ２５は、これら
が内方向に曲がることを防止し、第１のショルダ２６を超えて前進するようにして、キャ
リア７上の第４のボス２７によって内方向に支持される。
【００４７】
　自動注射器１の作動の順序は以下の通りである。
【００４８】
　保護ニードルシールド５が、近位端Ｐから取り外される。針４はこのとき露出されるが
、ユーザを偶発的な針の突き刺しによる負傷から保護するためにシャシ２内で依然として
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安全な距離だけ後退する。キャリア７は、シリンジ３の指フランジ３０を収容するための
保持ポケット２９を示す。トリガ・スリーブ１２は、トリガ・スリーブ１２およびキャリ
ア７の相対的回転を制限しながら長手方向の並進移動を可能にするようにして、保持ポケ
ット２９を収容するための広くされた部分３１を備える。こうして針４の回転が防止され
る。
【００４９】
　保護ニードルシールド５の取り外し中にキャリア７にかけられたあらゆる軸方向の負荷
は、第２の弾性クリップ１６によってシャシ２にロックされたキャリア７によって解消さ
れる。保護ニードルシールド５が取り外されているとき、シャシ２にかけられた軸方向負
荷は、第３の弾性クリップ２５および第１のショルダ２６を介してユーザによって保持さ
れるトリガ・スリーブ１２によって解消される。保護ニードルシールド５の取り外しは、
初期状態において近位端Ｐ上に配置されたキャップによって容易にすることができ、この
キャップは、保護ニードルシールド５（キャップは図示せず）に係合される。
【００５０】
　注射を始動させるために、ユーザ、すなわち患者または介護者は、自動注射器１の近位
端Ｐを、注射部位、たとえば患者の皮膚上に置き、トリガ・スリーブ１２を注射部位に押
し付ける（図２を参照）。シャシ２は、すべての内部部品と共に、トリガ・スリーブ１２
内へと遠位方向Ｄに並進移動する。ユーザは、シャシ２のこの並進移動を皮膚接触覆い部
の押し下げとして視覚化する。制御ばね１９は、この動作を阻むが、そのばね比および予
負荷は、これを自然に感じるのに十分なほど低くなるように指定される。この並進移動は
完全に可逆的なものであり、すなわち、ユーザは、自動注射器を注射部位に置き、シャシ
２（皮膚接触覆い部）を押し下げ、自動注射器１をこれを作動させずに注射部位から取り
外すことができ、それによってシャシ２およびトリガ・スリーブ１２を制御ばね１９の負
荷の下、その初期位置に戻すことを可能にする。
【００５１】
　自動注射器１は、場合により２段階の薬剤注射機構を有することができる。この場合、
図２の位置からのさらなる並進移動は、戻り止め機構（図示せず）によって阻まれる。
【００５２】
　そのようにする準備ができたとき、ユーザは、トリガ・スリーブ１２を保持しながら、
自動注射器の近位端Ｐを注射部位に押し付け続ける。シャシ２は、これにロックされたす
べての内部部品と共に、キャリア端面１０が自動注射器１の遠位端Ｄのところでトリガー
端面１４と接触するまで、トリガ・スリーブ１２に対して遠位方向Ｄに移動する（図３を
参照）。
【００５３】
　この位置に到達する直前、キャリア７をシャシ２にロックする第２のボス１８は、第２
の弾性クリップ１６がキャリア７との傾斜係合によって外方向に曲がることが可能にされ
る位置、すなわち近位カラー２０を押し付ける制御ばね１９によって近位方向Ｐに偏倚さ
れた位置に移動している。シャシ２とキャリア７の間のロックはこうして解放される。制
御ばね１９は次いで、キャリア７をシリンジ３および針４と共に近位方向Ｐに強制移動さ
せ、こうして針４を注射部位内に挿入する（図４を参照）。
【００５４】
　図５は、注射深度を規定する最大近位位置に完全に前進されたキャリア７、シリンジ３
、および針４を示す。この最大近位位置は、保持ポケット２９がシャシ２と接触すること
によって限定される（図５Ａを参照）。最大近位位置に到達する直前、キャリア７、シリ
ンジ３、針４、駆動ばね８およびプランジャ９は、第１のボス１３が第１の弾性クリップ
１５をもはや支持しなくなる遠さまでトリガ・スリーブ１２に対して並進移動しており、
そのため駆動ばね８の負荷の下、スラスト・カラー１１が第１の弾性クリップ１５をその
傾斜係合によって外に曲げることを可能にし、こうしてプランジャ９を解放する。プラン
ジャ９は、駆動ばね８の負荷の下で近位方向Ｐに並進移動し始める。駆動ばね８が拡張し
、プランジャ９がストッパ６と接触し、薬剤Ｍが針４から放出される。
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【００５５】
　ストッパ６のこの動作は、ストッパ６がシリンジ３内で最も低い位置になり、それによ
ってシリンジ３を空にするまで続く。ユーザは、これが達成されることを確実にするため
に、短い時間、たとえば１０秒の間注射部位に圧力をかけ続けることが求められる（図６
を参照）。
【００５６】
　ユーザが自動注射器１を注射部位から引っ込めるとき、シャシ２は、すべての内部構成
要素と共に、トリガ・スリーブ１２上のリブ２１とキャリア７にロックされた近位カラー
２０との間で作用する制御ばね１９によって、トリガ・スリーブ１２から外に近位方向Ｄ
に延びる。第２の弾性クリップ１６は、トリガ・スリーブ１２が注射部位からの取り外し
時に遠位方向Ｄに移動するとき、その元の径方向位置に戻り、第２のボス１８がこのクリ
ップを超えて戻るように進むことを可能にする。針４は、この動作中注射部位から引っ込
められておらず、その理由は、これにより、自動注射器１が、薬剤Ｍの送達中、注射部位
に対するトリガ・スリーブ１２の動作に影響されやすくなるためである。
【００５７】
　シャシ２が図１のような初期の注射前位置まで延びるとき、近位カラー２０をキャリア
７にロックするトリガ・スリーブ１２上の第３のボス２４は、遠位方向Ｄに移動して外れ
ており、こうしてピン２２が、制御ばね１９の負荷の下、傾斜係合によって第１の凹部２
３から係合解除することを可能にする（図７を参照）。近位カラー２０は、こうしてキャ
リア７から解放される。制御ばね１９の近位端上の負荷は、このときシャシ２にかけられ
る。
【００５８】
　シャシ２が近位方向Ｐに移動し続けると、これは、その初期の注射前位置に到達するが
、キャリア７上の第４のボス２７は針挿入中に移動して外れているため、停止部はもはや
能動的ではない。その代わり、第３の弾性クリップ２５が、第１のショルダ２６との傾斜
係合によってキャリア７内の第２の凹部２８内に内方向に曲げられる。シャシ２がトリガ
・スリーブ１２に対して近位方向Ｐに並進移動し続けると、第３の弾性クリップ２５は、
第１のショルダ２６の後方で再度外方向に曲がる。シャシ２は、引き続きトリガ・スリー
ブ１２の近位端から外に延びる。
【００５９】
　シャシ２がその初期の注射前位置を超えて突起するとき、これは、キャリア７および針
４の近位方向Ｐのさらなる並進移動をもはや制限することはできない。その代わり、キャ
リア・サブアセンブリのさらなる実質的な並進移動は、制御ばね１９の遠位端がキャリア
７上のフランジ３２と接触することによって制限される。制御ばね１９の遠位端は、この
ときトリガ・スリーブ１２およびキャリア７の両方に負荷をかける。これは、キャリア７
およびシリンジ３を自動注射器１内で図８のような位置に保持する。図示する実施形態で
は、慣性負荷の下でキャリア７が再び出現することを防止する追加のロック部は存在しな
い。シリンジ３が自動注射器１内で制止されることを確実にするために、トリガ・スリー
ブ１２、シャシ２、およびキャリア７の間にスナップ特徴を備えたロック部を導入するこ
とが可能である。
【００６０】
　ユーザが、シリンジが完全に空になる前に注射部位から自動注射器１を取り外そうとし
た場合でも、シャシ２の説明された動作が達成される。しかし、この場合、シリンジ３は
、注射部位からの取り外し後に完全に空にされる。
【００６１】
　制御ばね１９は、キャリア７／トリガ・スリーブ１２とシャシ２の間で働くことで、引
き続きシャシ２を自動注射器１の近位端Ｐから外に押し出す。自動注射器１はこのとき初
期状態より長くなる。
【００６２】
　観察ウィンドウが、シリンジ内容物を観察するためにシャシ２およびキャリア７内にト
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【符号の説明】
【００６３】
　１　自動注射器
　２　シャシ
　３　シリンジ
　４　中空の注射針
　５　保護ニードルシールド
　６　ストッパ
　７　キャリア
　８　駆動ばね
　９　プランジャ
　１０　遠位キャリア端面
　１１　スラスト・カラー
　１２　トリガ・スリーブ
　１３　第１のボス
　１４　トリガー端面
　１５　第１の弾性クリップ
　１６　第２の弾性クリップ
　１７　開口
　１８　第２のボス
　１９　制御ばね
　２０　近位カラー
　２１　リブ
　２２　ピン
　２３　第１の凹部
　２４　第３のボス
　２５　第３の弾性クリップ
　２６　第１のショルダ
　２７　第４のボス
　２８　第２の凹部
　２９　保持ポケット
　３０　指フランジ
　３１　広くされた部分
　３２　フランジ
　Ｄ　遠位端、遠位方向
　Ｍ　薬剤
　Ｐ　近位端、近位方向
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